
 

重要なお知らせ                                          
 

令和５年８月１６日 

 

「当座勘定規定」および「当座勘定規定（専用約束手形口用）」改定のお知らせ 

 

平素から、愛知信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当金庫は「当座勘定規定」および「当座勘定規定（専用約束手形口用）を下記

のとおり改定しますので、お知らせいたします。 

 なお、改定後の規定は、改定前からお取引いただいているお客さまにも適用されます

ので、予めご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．改定日 

 令和５年８月２３日（水） 

 

２．改定する規定 

 「当座勘定規定」および「当座勘定規定（専用約束手形口用）」 

 

３．主な改定内容 

 「当座勘定規定」第９条および「当座勘定規定（専用約束手形口用）」第１０条にお

ける支払いの範囲の条項に、手形・小切手の資金決済への充当時限を記載。 

 

詳細は次頁以降の「新旧対照表」をご覧ください。 

 

＜本件に対するお問合わせ＞    

愛知信用金庫 業務統括部 TEL ０５２－４４６－５２０１ 

以 上 

 

応援します！あなたの街で 



 

当座勘定規定 新旧対照表 

※改定部分のみ抜粋 

新 旧 

第９条（支払の範囲） 

（１）呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる

場合には、当金庫はその支払義務を負いません。 

（２）呈示された手形、小切手は、呈示日の１５時までに当座勘定に受

入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量に

より１５時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるもの

とします。 

（３）手形、小切手の金額の一部支払はしません。 

第９条（支払の範囲） 

（１）呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる

場合には、当金庫はその支払義務を負いません。 

（２）手形、小切手の金額の一部支払いはしません。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

当座勘定規定（専用約束手形口用） 新旧対照表 

※改定部分のみ抜粋 

新 旧 

第１０条（支払の範囲） 

（１）呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる

場合には、当金庫はその支払義務を負いません。 

（２）呈示された手形、小切手は、呈示日の１５時までに当座勘定に受

入れまたは振込まれた資金により支払います。ただし、当金庫の裁量に

より１５時以降に入金した資金を支払いに充当することもできるもの

とします。 

（３）手形、小切手の金額の一部支払はしません。 

第１０条（支払の範囲） 

（１）呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる

場合には、当金庫はその支払義務を負いません。 

（２）手形、小切手の金額の一部支払いはしません。 

以 上 


